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第５節　　　音　　　楽

第１　指導計画の作成

１　指導計画作成の基本的な考え方
⑴　中学校音楽科の目標を十分踏まえる（解Ｐ９）
　 　音楽科の目標⑴は、「知識及び技能」の習得、⑵は、「思考力、判断力、表現力等」の育成、⑶
は、「学びに向かう力、人間性等」の涵養を目指すことを示している。
⑵　音楽的な「見方・考え方」を働かせる活動を展開する（解Ｐ10～11）
　 　音楽的な「見方・考え方」とは、生徒自ら、音楽に対する感性を働かせ、音や音楽を、音楽を
形づくっている要素とその働きの視点で捉え、捉えたことと自己のイメージや感情、生活や社会、
伝統や文化などと関連付けることであり、音楽科を学ぶ本質的な意義をなすものである。
　 　「見方・考え方」は、教え込むものではなく、思考、判断し、表現する一連の過程を大切にし
た学習の充実を図り、その中で生徒が「見方・考え方」を働かせることができるようにすること
が重要である。生徒が音楽を形づくっている要素を捉え、それらの働きについて思考する場面は
どこか、また、音や音楽をイメージや感情等と関連付けて考える場面はどこかという視点をもっ
て指導計画の作成を行うようにする。

⑶ 「生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と豊かに関わる資質・能力」を育成する（解Ｐ11）
　 　生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と豊かに関わる資質・能力とは、解説編Ｐ .11～に示さ
れているとおりである。生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と豊かに関わる資質・能力を育成
するためには、学習の過程では、生活や社会の中の音や音楽の働きの視点から、学んでいること、
学んだことの意味や価値などを生徒が自覚できるよう指導をすることが大切である。
　 　音楽科の学習が、その後の学習や生活とどのように関わり、どのような意味や価値をもつのか
といったことに生徒が意識を向けることのできる場面設定や発問など、指導の過程に適切に位置
づけるなどの工夫が必要である。
⑷ 指導内容の系統化を図る（解Ｐ17～20）
　 　学習指導要領では、従前のとおり音楽科における学年の目標及び内容を第１学年と第２学年及
び第３学年で示している。第２学年及び第３学年は、生徒や学校の実態などに応じた弾力的な指
導を効果的に進めることができるようにまとめて示している。また、第１学年から第３学年まで、
表現及び鑑賞の幅広い活動を、継続的に深まりをもって行うことにより、音楽科で育成を目指す
資質・能力が、徐々に育まれていくという音楽の学習の特性を考慮したものである。各学校では、
それぞれの学年にふさわしい指導を工夫して目標の実現を目指す必要がある。
　 　また、指導内容における小・中学校９年間を見通した、系統的な指導の展開にも十分考慮する。
目標や内容の文言が同様であっても、質的な高まりの差があることを留意したい。
⑸ 生徒や学校、地域の実態等を考慮する
　 　地域の教育資源や学習環境、各学校の指導体制や教材、楽器等の整備状況、生徒の音楽的な
発達の段階や音楽経験などの実態を十分把握するとともに、「３ 指導計画作成に当たって留意す
べき事項」の３⑶「教科等横断的」な視点や、３ ⑷「社会に開かれた教育課程」との関連も考
慮する。
２　指導計画作成の一般的な手順
　※１　各学校における音楽科の重点の設定
　 　学習指導要領の目標等を十分研究した上で、地域や学校の実態等を考慮し、各学校の教育目
標が反映されるようにする。また、生徒の心身の発達の段階や興味・関心、音楽経験等の特性、
保護者の意向などを反映していくことも大切である。
　※２　各学年の指導内容の配置
　 　各学年においては、地域や学校の実態、生徒の心身の発達の段階や特性等を考慮して具体的
な指導内容を適切に配置する。歌唱、器楽、創作、鑑賞について、それぞれ特定の活動のみに偏
らないように配慮する。また、各指導内容と〔共通事項〕を関連させる。学びの連続性や系統性
などをねらって複数の題材の配列の仕方を工夫し、〔共通事項〕を要として各領域や分野の関連
を図るようにする。
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※３　年間指導計画の作成
　ア　指導内容が系統的、発展的になるように題材を配
　　列する。
　イ　学習指導要領に示された教材選択の観点を踏まえ、
　　学校や生徒の実態、指導のねらいに適切な教材を選
　　択する。年間指導計画の作成に当たっては、各指導
　　内容と〔共通事項〕を関連させるとともに、「３指
　　導計画作成上の配慮事項」について十分配慮する。
　　また、他教科・領域との関連、指導の内容及び時期
　　等に配慮し、両者が相互に効果を高め合うようにす
　　る。
※４　題材ごとの指導計画、単位時間ごとの学習指導案
　　の作成
　　　年間指導計画を基に、題材ごと、単位時間ごとの
　　学習指導案を作成する。その際、指導目標を明確に
　　するとともに、評価規準を設定する。また、配慮を
　　要する生徒への支援の方策を立てる。
※５　指導計画の改善
　　　授業実施後、指導計画の評価を行い、指導計画の
　　改善を随時行う。さらに次年度の指導計画作成に生
　　かす。

３　指導計画作成に当たっての留意すべき事項
⑴　「特別な配慮を必要とするなど課題を抱えた生徒への指導」の視点（解Ｐ93～94）
・音楽を形づくっている要素を知覚することが難しい場合は、要素に着目しやすくできるよう、
音楽に合わせて一緒に拍を打ったり体を動かしたりするなどして、要素の表れ方を視覚化、動
作化するなどの配慮をする。

・音楽を聴くことによって自分の内面に生まれる様々なイメージや感情を言語化することが難し
い場合は、表現したい言葉を思い出すきっかけとなるよう、イメージや感情を表す形容詞など
のキーワードを示し、選択できるようにするなどの配慮をする。

⑵ 「主体的・対話的で深い学び」の視点（解Ｐ３～４、Ｐ90～91）
　 　音楽的な見方・考え方を働かせ、他者と協働しながら、音楽表現を生み出したり音楽を聴いて
そのよさを見いだしたりするなど、思考、判断し、表現する一連の過程を大切にする視点から授
業改善を図ることが重要である。
⑶ 「教科等横断的」な視点（解Ｐ４～５）
　 　音楽科における言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等としては、次のようなものが
考えられる。
・言語能力…曲想や自分の思いや意図を、音楽を形づくっている要素、音楽に関する用語や記号
などを用いて説明する。

・情報活用能力…自分たちの演奏をタブレット型端末やＩＣレコーダーに録音し、聴き比べたり
よさや課題を見付けたりする。

・問題発見・活用能力…自分たちの歌唱について録音を基に振り返り、課題に気付いて、客観的
な理由や根拠を基によりよい音楽表現を生み出していく。

⑷ 社会に開かれた教育課程（解P101）
　 　生徒が学校内及び公共施設などの学校外における音楽活動とのつながりを意識できるようにす
ることが求められる。その例として、①地域の人的・物的資源の活用、②公共施設等の学校外に
おける音楽活動の実施、③郷土の伝統音楽・文化の伝承等が挙げられる。
⑸ 「道徳教育の充実」の視点（解Ｐ5～96）
　 　道徳教育の全体計画との関連、指導の内容及び時期等に配慮し、両者が相互に効果を高め合
うようにすることが大切である。
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第２　指導計画作成のための資料　ここに掲げる資料は、各学校において年間指導計画等を作成する際の参考となるためのものである

⑴　マトリックス表 [ 第１学年 ]
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⑵　各題材の具体を示した表 ［第１学年］

 



― 91 ―

⑶　マトリックス表 [ 第２学年 ]
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⑷　各題材の具体を示した表 ［第２学年］
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⑸　マトリックス表 [ 第３学年 ]
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⑹　各題材の具体を示した表 ［第３学年］
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第３　音楽科における「知識の捉え方」
　音楽科における「知識」とは、生徒が音楽を形づくっている要素などの働きについて理解し、表現
や鑑賞などに生かすことができるような知識である。このような知識は、表現や鑑賞の活動を通して、
実感を伴いながら理解されるようにするものであり、曲名や、音符、休符、記号や用語の名称などの
知識のみを指すものではない。生徒一人一人が、体を動かす活動などを含むような学習過程において、
音楽に対する感性などを働かせて感じ取り、理解したものであり、個々の感じ方や考え方等に応じて
習得されたり、新たな学習過程を通して更新されたりするものである。
　音楽科における「知識」の習得に関する指導に当たっては、主に次の2 点が重要である。
①〔共通事項〕を学習の支えとして、音楽を形づくっている要素などの働きについて実感を伴いなが
ら理解し、表現や鑑賞などに生かすことができるようにすること
②音楽に関する歴史や文化的意義を、表現や鑑賞の活動を通して、自己との関わりの中で理解できる
ようにすること

　各学年・領域における「知識」の捉え方について （→は具体的な活動例）
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第４　我が国の伝統音楽に関わる指導の充実
　今回の改訂では、楽器の技術を用いた器楽的な表現の工夫に加え、弾き歌いや口唱歌を用いること
などから、声や歌い方の特徴などの歌唱的な面からもよさを味わい、愛着を持つことができるよう工
夫することが重要であるとされた。そのため、我が国や郷土の音楽において、各領域間、各学年間で
系統的、発展的な指導計画を作成することが必要である。次の表は、本資料の年間指導計画に示され
た我が国や郷土の音楽に関連する題材の関連性を示したものである。
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第５　指導内容の系統化
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第６　１単位時間の指導計画（第２学年）
⑴題材名　　　箏の音色や奏法の特徴を生かし、構成を工夫して音楽をつくろう イ（イ）
⑵題材の目標　省略
⑶指導事項 　　A 表現 （３）創作－ア・イ（ア）（イ）・ウ
⑷指導計画（３時間扱い）
　　①箏の様々な奏法を試し、音色や余韻の変化、奏法による多様な表現を知る。
　　②箏の音色や奏法の特徴を生かし、動機をもとに反復、変化、対照などの構成を工夫して音楽を
　　　つくる。
　　③箏の音色や奏法の特徴を生かし、構成を工夫してまとまりのある音楽をつくる。
⑸本時の目標
　筝の音色、構成を知覚し、それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受しながら、音楽で表現
したいイメージをもち、音素材の特徴を生かし、反復、変化、対照などの構成や全体のまとまり
を工夫し、どのような音楽をつくるかについて思いや意図をもつ。
⑹本時の展開（２／３時）
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